令和８年度

人手不足対策理解増進普及事業
申請書類等様式
○
質問書……………………………………………………【様式１】
○
企画提案応募申請書（表紙）…………………………【様式２】
○
法人概要表………………………………………………【様式３】
○
実績書……………………………………………………【様式４】
○
企画提案内容説明資料…………………………………【様式５】
○
企画提案書………………………………………………【参考様式】
○
事業計画…………………………………………………【様式６】
○
積算書……………………………………………………【様式７】
○
誓約書……………………………………………………【様式８】
○
共同企業体協定書………………………………………【参考様式】
○
雇用機会創出・雇用環境改善等に関する取組状況……【様式９】
【様式１】
人手不足対策理解増進普及事業
質　　問　　書
令和　　年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　商号又は名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者名　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者名　　　　　　　　　　　　　





　電話番号
　　　　　　　E-mail
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	No
	企画提案仕様書等の項目
	質　　問　　内　　容

	
	
	


【様式２】
人手不足対策理解増進普及事業
企 画 提 案 応 募 申 請 書
みだしのことについて、公募要領に規定する応募資格を満たし、かつ、公募要領及び企画提案仕様書を遵守することを誓約し、以下のとおり応募します。
令和　　年　　月　　日
沖　縄　県　知　事　殿
提出者　所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　印
連絡担当者
所属・職・氏名
電話番号
ＦＡＸ
E-mail
【記入上の注意】

企業共同体の場合は代表企業名を記載すること。
【様式３】
法　人　概　要　表
	商号又は名称
（代表者名）

	

	沖縄における
事業所　所在地
	

	設　立　年　月

	
	関　係　会　社

	

	資　　本　　金
※１
	円

	
	

	従  業  員  数
※２
	　　　　　　　　　人

	
	

	主要加盟団体

	
	
	

	法人の主要業務：  

	

	

	

	

	

	

	実施中の他事業、他事業への応募状況

	

	

	

	

	

	


【記入上の注意】

· 共同企業体で応募する場合は、参加する企業すべてについて本様式を作成すること。
※１　公益法人の場合、基本財産と読み替えてください。

※２　公益法人の場合、職員数と読み替えてください。
【様式４】
実  　績  　書
１　類似事業に係る国（独立行政法人、公社及び公団を含む）又は地方公共団体等との契約等の実績があれば記載（直近３年間）
	事業名
	委託元部課名
	委託金額（千円）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


２　その他類似事業の実績

	事業名
	委託元部課名
	委託金額（千円）

	
	
	

	
	
	

	
	
	


【記入上の注意】

１　共同企業体として応募する場合は、どの企業による実績かを明記すること。
２　共同企業体での応募の場合は、構成員全員分を提出すること。

【参考様式】
人手不足対策理解増進普及事業
企　画　提　案　書
	  ※本様式を表紙とし、Powerpoint形式等別資料を添付して提案することも可能



【作成上の注意事項】
１　用紙は日本工業標準A４版とし、左上をステープラーで閉じること。

２　片面印刷とし、ページ番号を振ること。

【様式６】
事　業　計　画
１　年間スケジュール
２　事業実施体制図　（事業担当者がわかるようにすること）
　※経歴・資格等の記載すること。
【様式７】
積　　算　　書
令和　　年　　月　　日
沖　縄　県　知　事　殿
所在地
商号又は名称
代表者名　               印
事業名称：人手不足対策理解増進普及事業
上記事業の委託費について下記のとおり積算見積します。
積算見積金額　　　　　　　　　　　円（消費税含む）
内訳（公募要領にしたがって作成すること。別紙可。）
※積算書の費目は以下の内容とし、各積算費目の内訳と単価を記載すること。
○人件費
○事業費（報償費、旅費、需用費、使用料及び賃料等）
○再委託費（事業で必要と認められた経費について、外部へ委託する経費。外注費は総経費の2分1未満とすること。）
○一般管理費（委託業務を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経費としての抽出、特定が困難な間接経費。「（人件費＋事業費）×10％以内」とする。）

○消費税（旅費、賃料等の単価にすでに消費税が含まれている場合には、消費税相当額を除いた上で経費を計上すること。また、消費税及び地方消費税として、10％（小数点以下切り捨て）で計算すること。）
【様式８】
令和　年　月　日
誓　約　書
沖縄県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
	商号又は名称
	

	代表者名
	　　　　　　　　　　　　　印


　私は、人手不足対策理解増進普及事業業務委託の企画提案を応募するにあたり、以下のとおり誓約します。
　１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しないものであること。
　２　会社更生法（平成14年法律第154号）又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき、更正手続開始又は民事再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
３　沖縄県暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者に該当しないこと。
４　宗教活動や政治活動を主たる目的とする法人でないこと。
５　雇用する労働者に対し、最低賃金法（昭和34年法律第137号）に規定する最低賃金額以上の賃金を支払っていること。
　６　労働関係法令を遵守していること。
７　委託事業の実施にあたっては、契約書及び仕様書に定められた内容・期限を遵守します。
８　委託対象経費については、当該委託事業以外の経費は計上しておらず、また、他の経費と重複していないこと。
９　委託対象経費の支払いは、口座振込を基本とし、相殺はしないこと。
10　本委託事業の成果に関する事後調査等に協力すること。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（誓約書裏面）

（誓約事項３関係）
沖縄県暴力団排除条例
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  (１)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律  第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
  (２)　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
第二条　この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
　二　暴力団　その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含む。）が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
　（中略）
  六　暴力団員　暴力団の構成員をいう。
（誓約事項６関係）

（１）労働基準法（昭和22年法律第49号）

（２）労働契約法（平成19年法律第128号）

（３）最低賃金法（昭和34年法律第137号）

（４）雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

（昭和47年法律第113号）

（５）短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第76号）

（６）育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成3年法律第76号）

（７）労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）

（８）労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

（昭和60年法律第88号）

（９）障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第123号）

（10）労働組合法（昭和24年法律第174号）

（11) 雇用保険法（昭和49年法律第116号）

（12) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和44年法律第84号）

（13）健康保険法（大正11年法律第70号）

（14) 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）
【参考様式】
共同企業体協定書
（目的）

第１条　当企業体は、次の事業（以下「委託業務」という。）を共同連帯して営むことを目的とする。

　　事業名：令和○年度○○業業務委託
　　　　

（名称）

第２条　当企業体は、○○○○○○○企業体（以下「当企業体」という。）と称する。

（事務所の所在地）

第３条　当企業体の統括事務所を○○○○○○○○に置く。

（成立の時期及び解散の時期）
第４条　当企業体は、委託業務受注（契約）の日から、第１条に定める業務の委託契約の履行後３ヶ月を経過するまでの間は、解散することができない。また、当該委託業務を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当企業体以外が当該委託業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
（構成員の住所及び名称）

第５条　当企業体の構成は、次のとおりとする。

　　　　所在地　
　　　　称号　　
　　　　所在地　
　　　　称号　　

（幹事企業及び代表者の名称）

第６条　当企業体は、○○○○○○○○を幹事企業とし、○○○○を代表者とする。
（代表者の権限）
第７条　当企業体の代表者は、委託業務の履行に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにしたうえで、沖縄県と折衝する権限並びに契約の締結、代金（前払金及び部分払金を含む。）の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
（運営委員会）

第８条　当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、組織及び編成並びに業務の履行の基本に関する事項、資金管理方法、その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議のうえ決定し、委託業務の完成に当たるものとする。

（権利義務の譲渡の制限）
第９条　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
（業務途中における構成員の脱退に対する措置）
第10条　構成員は、沖縄県及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が委託業務を完成する日までは脱退することができない。また、構成員のうち業務の途中において前項の規定により脱退したものがある場合においては、残存構成員または構成員の補充を行い、円滑に委託業務を完成する。

（構成員の除名）

第11条　当企業体は、構成員のいずれかが業務途中において重要な義務の不履行その他除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員及び沖縄県の承認により当該構成員を除名することができるものとする。

（代表者の変更）
第12条　代表者が脱退し、若しくは除名された場合又は代表者として責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に変えて他の構成員及び沖縄県の承認により残存構成員を代表者とすることができるものとする。
（協定書に定めのない事項）
第13条　この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
（個別事業受託に関しての事項）
第14条　本件事業に関して、仕様書に明記されている内容について本企業体の構成員内で取引、契約に関する契約を別途締結することができる。
当企業体は、上記の委託業務特定共同企業体協定書を締結したので、その証として、本協定書２通を作成し、各通に構成員が記名押印し、幹事企業が１通保有し、沖縄県に１通を提出するものとする。

令和　　年　　月　　日

　  所在地　

　　称　号  

　　代　表　

　  所在地　
　　称　号　
　　代　表　

受付番号








